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「インターＫＸ減価償却 Ver.8.0｣での対応内容をご案内します。 

1.プログラムについて 

データ移行対象バージョン・・・Ver.6.0以降 

上記のバージョンからデータ移行が可能です。 

■Ver.5.0、5.1 をお使いのお客様 

Ver.7.1 のライセンスキー（有償）が別途必要となります。詳しくは販売代理店にお問い合わせください。 

Ver.7.1 のプログラムは今回の改版 CD-ROM にも添付しておりますので、ライセンスキーのみご入手いただけ

ればセットアップが可能です。今回のバージョンアップ商品がデータ移行（継続使用）をしていただく最

後の機会とさせていただきます。データは一旦 Ver.7.1 をセットアップし、Ver.7.1 へのデータ変換後、

Ver.8.0 をご使用ください。 

■Ver.5.0 以前のバージョンをお使いのお客様 

現在お使いのデータは移行できませんので、新規に入力してお使いください。 

2.法改正の概要 

減価償却システムに関係する平成 19 年度の改正の内容は、次のとおりです。 

新規設備への投資を促進し、国際競争力を高める観点から、減価償却制度について抜本的な見直しが

行われました。 

1. 減価償却制度の根本的改正 

①残存価額および償却可能限度額の廃止（別表十六（一）、十六（ニ））  

◆平成 19 年 4 月１日以後に取得した減価償却資産 

●残存価額および償却可能限度額（取得価額の95％相当額）が廃止 

耐用年数経過時点に残存簿価1円まで償却できることとされました。 

●定率法の償却率は、定額法の償却率（1／耐用年数）を2.5倍した数 

定率法で計算した減価償却額が償却保証額に満たない金額になったときは、以後、定額法と

同様に減価償却費を計算することとされました。 

新設：「耐用年数省令別表第十 平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産の償却率、 

改定償却率及び保証率の表」 

◆ 平成 19 年 3 月 3１日以前に取得した減価償却資産 

●改正前の制度（旧定額法、旧定率法等）により減価償却額の計算 

減価償却費の累計額が、原則として取得価額の95％相当額（従前の償却可能限度額）

まで到達している減価償却資産については、その到達した事業年度の翌事業年度（平成19

年4月1日以後に開始する事業年度に限られます。）以後において、5年間（60ヵ月）で残

存簿価1円まで均等償却ができることとされました。 

②IT 分野の法定耐用年数の短縮 

次の3設備について、法定耐用年数が短縮されました。 

減価償却資産（機械及び装置） 耐用年数 

フラットパネルディスプレイ製造設備 

フラットパネル用フィルム材料製造設備 
5年 (改正前10年) 

半導体用フォトレジスト製造設備 5年 (改正前 8年) 

平成19年4月１日以後に開始する事業年度から適用されます。 

2. リース取引税制の整備（別表十六（四）新設） 
平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外ファイナンス・リース取引の契約によって、その賃借人

である法人が取得したものとされるリース資産については、「リース期間定額法」が適用されます。 

なお、国外リース資産を賃貸する法人に適用される従前のリース期間定額法（改正後「旧国外リース

期間定額法」）は、平成20年3月31日以前に締結するリース取引の契約に係るものに適用されます。 
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3. 別表十六の様式の変更点 
システムで対応している別表十六関係の様式の変更点は、次のとおりです。 

別表 主な変更内容 

別表十六（一） 

別表十六（二） 

・帳票タイトル変更、取得年月日欄などの追加 

・「当期分の普通償却限度額欄」は、「平成19年４月1日以後取得分」

 と「平成19年3月31日以前取得分」を分けて記載  

別表十六（四） 

（新設） 

・帳票タイトル：「旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額

法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書」 

・「旧国外リース期間定額法」「旧リース期間定額法」「リース期間定

額法」に分けて記載 

別表十六（六） 

～ 別 表 十 六
別表番号の変更（旧別表十六（五）～旧別表十六（七）） 

3.システムの対応内容 

1．法改正の対応内容 

①改正内容に応じた償却方法による資産登録に対応  

資産 償却方法 

平成19年4月1日以後取得資産 定額法、定率法 

平成19年3月31日以前取得資産 旧定額法、旧定率法 

平成20年4月1日以後締結の対象リース資産 リース期間定額法 

平成20年3月31日以前締結の対象リース資産 旧リース期間定額法 

平成20年3月31日以前締結の国外リース資産を賃貸する法人

に適用される従前の「リース期間定額法」対象リース資産 
旧国外リース期間定額法 

 

【計算仕様の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

②別表様式の対応  
・別表十六（四）を新設します。 

・既存の別表も新しい様式内容に対応しました。 

③台帳等、帳票項目の見直し  

・固定資産台帳など改正により新しく追加となった項目の出力に対応しました。 

・各帳票において改正による新しい計算方法に対応しました。 

④耐用年数辞書の改訂  

・耐用年数辞書を改訂しました。（平成 19 年 3 月 30 日 官報 号外第 66 号時点） 

⑤勘定設定の項目追加  
・勘定設定に残存簿価の設定（1円／0円）を追加しました。（無形減価償却資産の場合、 

残存簿価は0円になります） 

⑥出力項目設定に別表十六項目追加  

・出力項目設定の条件設定対象帳表に新設の別表十六(四)を追加しました。 

⑦資産一括変更項目の追加  
・資産一覧画面の一括変更の項目に「償却限度」（残存簿価／償却可能限度額）を追加しま 

した。 

※資産登録時に事業年度、および資産の事業供用日等より新旧の償却方法を自動判定します。 

※定率法資産の場合、定率法で計算した減価償却額が償却保証額に満たない金額になったとき

は、自動的に減価償却費の計算方法を切り替えます。 

※旧定額法、旧定率法資産の場合、取得価額の 95％相当額（従前の償却可能限度額）まで 

到達している減価償却資産については、その到達した事業年度の翌事業年度（平成 19 年 

4 月 1 日以後開始事業年度）より自動的に 5 年均等償却の計算に切り替えます。 
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2．要望対応内容 

①償却済み一括償却資産の除売却に対応  
・償却済みとなった一括償却資産の除売却処理に対応しました。 

②事業供用日以前の資産の移動に対応  
・移動日が事業供用日以前でも資産の移動ができるように対応しました。 

（取得年月日が設定されている場合は、移動日の範囲は取得年月日以後となります。） 

③資産一覧画面の検索条件の追加  
資産一覧画面の資産検索の条件に次の項目を追加しました。 

・前年度地区 

・償却限度（残存簿価／償却可能限度額）・・・改正対応 

・償却済み 

・5年均等償却・・・改正対応 

④会社選択・登録画面のカーソル位置の対応  
会社データ選択後に会社選択・登録画面に戻ったとき、前回選択していた会社データの位置

にカーソルが移動するよう対応しました。 

⑤台帳の出力条件初期値の変更  
台帳の印刷条件設定画面の「期中取得資産の期首簿価への算入」（一括償却資産台帳は「期

中取得資産の期首損金未算入額への算入」）の初期値を「含める」から「含めない」に変更

しました。 

3．その他対応内容 

①法人税システム平成19年度版との連動に対応  
法人税システム 平成19年度版(Ver.19.1)との連動に対応します。 

なお、法人税システム平成18年度版以前のバージョンとの連動はできません。 

②Windows Vista対応 
UAC（ユーザーアカウント制御）が有効の環境でも、クライアントセットアップを行う前

に「EPSONWindows ユーティリティ Ver.1.10」を起動する必要がなくなるよう対応し

ます。 

4.減価償却費計算書（個人）、および固定資産税の償却資産 

申告書の対応について 

個人の減価償却費計算書および固定資産税の償却資産申告書につきましては、様式変更や記載内容

変更などの有無を含め、詳細な情報が明らかになっていないため、Ver.8.0 では対応を見送らせて

いただきます。 

改正内容が明らかになり、プログラム対応が必要な場合は、別途対応時期も含めご連絡します。 

5.電子申告対応について 

減価償却 Ver.8.0 で使用できる電子申告（固定資産税）プログラムは、2007 年 12 月頃リリース

予定です。 

※電子申告を行う場合には、別途「電子申告ダウンロードパック」商品の購入が必要です。   

 


